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各事業の詳細については、ホームページ
「品川区中小企業支援サイト」をご覧ください。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

ご興味のある事業がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。▶▶▶▶▶

品川区　中小企業支援サイト

問い合わせ先

■中小企業支援担当（経営支援担当）TEL 5498 - 6340
■中小企業支援担当（人材確保担当）TEL 5498 - 6351
■創業・スタートアップ支援係  TEL 5498 - 6333

品川区 地域産業振興課
〒141-0033品川区西品川1-28-3 FAX5498-6338

品川区中小企業
支援策ご案内

令和7年度

人材
確保

DX
デジタル化

新製品
開発

販路
拡大

事業
承継

創業·
スタート
アップ
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品川区の助成金　申請スケジュール品川区の助成金　申請スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新規事業着手助成【P.5-６】

デジタル技術活用推進助成（ソフトウェア）【P.４】

デジタル技術活用推進助成（ハードウェア）【P.４】

DＸ推進助成【P.４】

DX・デジタル化

販路拡大・販売促進

新製品開発

人材確保・育成

事業承継

その他

展示会出展費助成【P.9】

ISO認証等取得費助成【P.13】

品川区ものづくり企業地域共生推進助成【P.13】

事業承継設備投資助成【P.12】

奨学金返還支援助成【P.12】

人材スキルアップ支援助成【P.11】

インターンシップ事業促進助成【P.11】

特許権取得費助成【P.８】

ソフトウェア開発費助成【P.８】

新製品・新技術開発費助成【P.８】

エンジニア確保支援事業助成【P.11】

魅力ある職場づくり支援助成【P.11】

都立産業技術研究センター等利用料等助成【P.９】

産学連携開発支援助成【P.９】

4月14日～6月13日

4月14日～6月13日

10月1日～10月31日

10月1日～10月31日

9月1日～9月30日

5月12日～7月11日

5月12日～7月11日

5月1日～5月30日

5月12日～1月30日

5月12日～1月30日

6月2日～2月27日

6月2日～2月27日

9月1日～2月27日

6月2日～2月27日

6月2日～2月27日

5月7日～2月27日

5月7日～2月27日

4月14日～1月30日

製造業対象業種 製造業・情報通信業 製造業・情報通信業・建設業全業種

情報収集にご活用ください

以下の助成金は環境課にお問い合わせください
環境推進係　☎5742-6755

◆�事業者向けマイボトル用給水機設置助成
環境管理係　☎5742-6949

◆業務用太陽光発電システム・蓄電池システム設置助成
◆低公害車買換え支援　◆事業所用 LED�照明設置助成
◆二酸化炭素排出量算定クラウドサービス利用助成
◆宅配ボックス設置助成　◆ ZEB設計支援助成

指導調査係　☎5742-6751
◆アスベスト対策助成事業

品川区中小企業
支援サイト・
メールマガジン

品川区中小企業
支援サイト・
メールマガジン

しながわ産業
ニュース

SHINAGAWAISM 
～品川スタート
アップナビ～

※メールマガジンは、ページ下段の項目からご登録ください。
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相談窓口・専門家派遣
●新規事業計画策定支援窓口【P.5-6】
ビジネス・カタリスト派遣【P.19】

● �DX・デジタル技術活用相談窓口・� �
DX コーディネーター派遣【P.19】

●事業承継専門家派遣【P.19】
●人材アシストマネージャー派遣【P.20】
●スタートアップ企業向け専門家相談【P.23】
●内職相談・あっ旋【P.18】
●ハローワーク品川・サポしながわでの求人申込み【P.18】
●女性デジタル人材マッチング支援事業【P.18】

セミナー・連続講座
●販路拡大セミナー【P.5-6】
●新規事業計画策定支援講座【P.5-6】
●DX・デジタル技術活用セミナー【P.17】
●製造現場のためのDX推進講座【P.17】
●DX思考を学ぶためのワークショップ【P.17】
●しながわ後継者塾【P.17】
●事業承継セミナー【P.17】
●若手技術者支援講座【P.17】
●雇用確保支援セミナー【P.17】
● SHIP�Creativity�Day 工房セミナー【P.17】
●五反田バレーアクセラレーションプログラム【P.22】
●2401起業塾【P.22】
●小学生向け 次世代育成事業【P.22】
●女性のための起業スクールMU★ SAKO【P.22】
●ウーマンスケールアッププログラム【P.22】
● SHIP ビジネスイノベーションスクール【P.23】

イベント・交流
●専門展示会共同出展【P.15】
●ものづくり・IT 商談会【P.15】
●城南地域ものづくり受発注商談会【P.15】
● SHINAGAWAイノベーションフォーラム【P.16】
産学連携情報交流会【P.16】

●デジタル技術体験会・見学会【P.17】
●品川スタートアップ・エコシステム【P.7】
●ウーマンズビジネスグランプリ【P.23】
●羽ばたけ！★アントレーヌ【P.23】
●起業啓発プログラム /実践セミナー【P.23】

融資あっ旋【P.3】

品川区では各種融資
あっ旋制度をご用意し
ています。
詳細は「品川区融資
あっ旋制度のご案内」
パンフレットもしくは
品川区中小企業支援サ
イトをご覧ください。

※上記内容に関するお問い合わせ

品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当（経営支援担当）

電 話 03-5498-6340

FAX 03-5498-6338

品川区

融資あっ旋制度のご案内

低 金 利 信用保証料を補助

品川区 中小企業事業資金令和７年度

融資あっ旋制度のご案内
この制度は、区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低利で借り受け
られるよう取扱金融機関に対し、区があっ旋をする制度です。

※区が直接資金を貸し付けるものではありません。

※融資実行の可否については金融機関（および信用保証を利用する場合は東京信用保証協会）が審査のうえ判断しますので、

　ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

東京信用保証協会の保証を利用した場合に

発生する信用保証料の一部を補助します。

区が利子の一部を補給しますので

低利で融資を受けることができます。

来所または郵送にてお申込みください。

法人の代表者または経営状況・申請内容を把握している社員
個人事業主本人または経営状況・申請内容を把握しているご家族

※創業支援資金をお申込みされる場合は、必ず代表者が申請してください。

　※郵送での申請の場合、あっ旋（紹介状発行）までに時間を要する場合があります。

　※事業承継支援資金、創業支援資金、チャレンジ支援資金、商店街活性化資金、団体事業資金は、

　　郵送での申請はできません。必ずご予約のうえ、来所にてお申込みください。

令和 7 年 10 月頃から Web 相談も対応可能になる予定です。

詳細が決まり次第、品川区中小企業支援サイト等でお知らせします。

①来所いただく場合…事前予約制です。

②郵送の場合…品川区地域産業振興課中小企業支援担当（経営支援担当）まで必要書類一式を

　　　　　　　送付してください。

▼予約方法

（1） オンライン予約（24 時間予約受付が可能です。）
 https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
 ※ 予約内容によってはお電話のみの受付となりますのでご注意ください。

（2） 電話予約（平日 9：00 から 17：00 まで）予約電話番号：03-5498-6334

申込方法

相談事業のご案内

情報発信のご案内

低 金 利 信用保証料を補助

申  込  者

郵送申請先窓口

メリット

1
メリット

2

区の経営相談員（中小企業診断士）が経営・創業に関するご相談をお受けします。

また、必要に応じて現地に相談員を派遣し、経営診断を行います。

専門家「事業承継士」が事業承継に関するご相談を無料でお受けします。

弁護士が企業経営者や企業法務担当者の方が抱える企業法務全般（債権回収、労使問題、クレーム対応など）

についてご相談をお受けします。

産業情報誌を年５回（5月・8月・10月・1月・3月）、発行しています。

セミナーや講演会、各種助成金など、会社経営に役立つ情報を掲載しています。

区内中小企業の景気動向を把握することを目的に、四半期毎に、景況調査を実施し、

調査結果を区ホームページにて公表しています。

各種助成金の募集や、講座・セミナー開催のご案内など、

品川区の産業支援策の情報をお知らせします。

また、区内中小企業のデータベースを掲載しています。

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

 ご登録者に品川区からメールマガジンを配信

 します。メールマガジンでは各種助成金の

 募集や、講座・セミナー開催のご案内など、

品川区や産業団体の産業支援策の情報を得られます。

弁理士が特許・実用新案・意匠・商標の出願手続き、諸外国の制度や知的財産権全般についてご相談を

お受けします。

海外取引全般（販路開拓、進出、契約、現地会社設立など）のご相談をお受けします。

● 経営相談・創業相談・経営診断

● 事業承継専門家派遣

● 企業法務相談

● しながわ産業ニュースの発行

● 中小企業の景況調査

● 品川区中小企業支援サイト

● メールマガジンの配信

● 特許相談

● 海外ビジネス相談

● 発注相談（製造業対象）
区の商工相談員が外注先をお探しの企業のご希望をお伺いしたうえで、区内中小製造業者をご紹介いたします。 面談は

予約制です
必要書類をご確認のうえ、

お申込みください。

令和７年度

各種施設【P.24 ～】

創業支援施設

産業支援交流施設

産業文化施設

●DX・デジタル化

●販路拡大・販売促進

●新製品開発

●人材確保・育成

●事業承継

●創業・スタートアップ

●その他
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■ 令和7年度　重点施策
 ● 融資あっ旋「チャレンジ支援資金」� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
●お申込みの時点で、引き続き同一事業を１年以上営んでいる方が対象です。

●令和７年４月１日からお申込みを受け付けます。

【制度概要】※詳細は制度案内ちらしをご覧ください。
あっ旋限度額 5,000万円

利率 全期間無利子

信用保証料補助 全額補助

返済期間 7年以内（うち据置6か月）

資金使途 以下①～③のいずれかに該当する設備資金（原則）であること
①DX　②GX　③新規市場展開
※従業員の賃上げに関する具体的な計画を有する場合は計画の範囲内で一
部の運転資金を認める。

その他 実施事業に応じて区が定めた指数が一定以上増加する必要があります。

【プロセス】

 ● 人材スキルアップ支援助成� � ▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351

区内中小事業者の職業訓練に係る経費の一部を助成します。
（本助成金は、東京しごと財団が実施する補助事業の上乗せ助成となります。）
※詳細は P11をご覧ください。

※１ 区経営相談員と１か月以上、４回以上の面談を行っていただき、区指定様式の計画書を作成いただきます。
※２ 必要に応じて、区経営相談員の現地検査等による経営指導を受けていただきます。
※３ 先進的な取組みに対しては、区が実施するセミナーへの登壇や広報媒体を通じた事例紹介にご協力いただきます。

融
資
あ
っ
旋
申
込
み

区
の
相
談
員
と
面
談

金
融
機
関
へ
相
談

計
画
書
作
成

（※1）

現
地
検
査
等

（※2）

紹
介
状
交
付

金
融
機
関
が
融
資
実
行

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（※2）

区
関
連
事
業
へ
の
登
壇
等

（※3）

品川区中小企業事業資金融資あっ旋制度
区内中小企業事業者が必要な事業資金を低利で借り受けできるよう、取扱金融機関に対し、区があっ

旋します。詳細は、「品川区融資あっ旋制度のご案内」パンフレットもしくは品川区中小企業支援サイ
トをご覧いただくか、中小企業支援担当（経営支援担当）までお問い合わせください。
品川区中小企業事業資金（※一部）およびセーフティネット認定等の面談予約については、オンラ

インで予約いただけます。

※�翌日以降の予約のみオンラインで受付可能です。当日
のご予約はお電話にてお申込みください。（空きがある
場合は受付可能です。）

※�令和7年10月頃からWeb相談も対応可能になる予定
です。詳細が決まり次第、品川区中小企業支援サイト
等でお知らせします。

※上記内容に関するお問い合わせ

品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当（経営支援担当）

電 話 03-5498-6340

FAX 03-5498-6338

品川区

融資あっ旋制度のご案内

低 金 利 信用保証料を補助

品川区 中小企業事業資金令和７年度

融資あっ旋制度のご案内
この制度は、区内中小企業の皆さまが必要な事業資金を低利で借り受け
られるよう取扱金融機関に対し、区があっ旋をする制度です。

※区が直接資金を貸し付けるものではありません。

※融資実行の可否については金融機関（および信用保証を利用する場合は東京信用保証協会）が審査のうえ判断しますので、

　ご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。

東京信用保証協会の保証を利用した場合に

発生する信用保証料の一部を補助します。

区が利子の一部を補給しますので

低利で融資を受けることができます。

来所または郵送にてお申込みください。

法人の代表者または経営状況・申請内容を把握している社員
個人事業主本人または経営状況・申請内容を把握しているご家族

※創業支援資金をお申込みされる場合は、必ず代表者が申請してください。

　※郵送での申請の場合、あっ旋（紹介状発行）までに時間を要する場合があります。

　※事業承継支援資金、創業支援資金、チャレンジ支援資金、商店街活性化資金、団体事業資金は、

　　郵送での申請はできません。必ずご予約のうえ、来所にてお申込みください。

令和 7 年 10 月頃から Web 相談も対応可能になる予定です。

詳細が決まり次第、品川区中小企業支援サイト等でお知らせします。

①来所いただく場合…事前予約制です。

②郵送の場合…品川区地域産業振興課中小企業支援担当（経営支援担当）まで必要書類一式を

　　　　　　　送付してください。

▼予約方法

（1） オンライン予約（24 時間予約受付が可能です。）
 https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
 ※ 予約内容によってはお電話のみの受付となりますのでご注意ください。

（2） 電話予約（平日 9：00 から 17：00 まで）予約電話番号：03-5498-6334

申込方法

相談事業のご案内

情報発信のご案内

低 金 利 信用保証料を補助

申  込  者

郵送申請先窓口

メリット

1
メリット

2

区の経営相談員（中小企業診断士）が経営・創業に関するご相談をお受けします。

また、必要に応じて現地に相談員を派遣し、経営診断を行います。

専門家「事業承継士」が事業承継に関するご相談を無料でお受けします。

弁護士が企業経営者や企業法務担当者の方が抱える企業法務全般（債権回収、労使問題、クレーム対応など）

についてご相談をお受けします。

産業情報誌を年５回（5月・8月・10月・1月・3月）、発行しています。

セミナーや講演会、各種助成金など、会社経営に役立つ情報を掲載しています。

区内中小企業の景気動向を把握することを目的に、四半期毎に、景況調査を実施し、

調査結果を区ホームページにて公表しています。

各種助成金の募集や、講座・セミナー開催のご案内など、

品川区の産業支援策の情報をお知らせします。

また、区内中小企業のデータベースを掲載しています。

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

 ご登録者に品川区からメールマガジンを配信

 します。メールマガジンでは各種助成金の

 募集や、講座・セミナー開催のご案内など、

品川区や産業団体の産業支援策の情報を得られます。

弁理士が特許・実用新案・意匠・商標の出願手続き、諸外国の制度や知的財産権全般についてご相談を

お受けします。

海外取引全般（販路開拓、進出、契約、現地会社設立など）のご相談をお受けします。

● 経営相談・創業相談・経営診断

● 事業承継専門家派遣

● 企業法務相談

● しながわ産業ニュースの発行

● 中小企業の景況調査

● 品川区中小企業支援サイト

● メールマガジンの配信

● 特許相談

● 海外ビジネス相談

● 発注相談（製造業対象）
区の商工相談員が外注先をお探しの企業のご希望をお伺いしたうえで、区内中小製造業者をご紹介いたします。 面談は

予約制です
必要書類をご確認のうえ、

お申込みください。

令和７年度

支援サイト 予約システム
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製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金

 ● DX・デジタル技術活用推進事業� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
急速に変化する社会に対応するため、デジタル技術活用が大きく注目を集めています。区では、区内中小企業の DX 化・
デジタル技術活用を様々な角度から支援し、生産性向上および新事業創出・新技術開発等による競争力強化を図ります。

DX・デジタル技術活用推進事業専用サイト https://shinagawa-dx-digital.com/
�

DX・デジタル技術活用推進事業説明会のお知らせ
本事業についての説明会を令和7年4月22日に実施いたします。詳細は、別途中小企業支援サイトにてお知らせいたします。

（1）DX・デジタル技術活用相談窓口・DX コーディネーター派遣　　➡ P19
（2）DX・デジタル技術活用セミナーおよびデジタル技術体験会・見学会　　➡ P17
（3）製造現場のための DX 推進講座　　➡ P17
（4）助成金
● DX 推進助成（オンライン申請対応可） 製
生産性向上を目的とした製造現場のＤＸ化に係る設備導入経費の一部を助成します。
※区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大300万円（対象経費の2/3）
対象設備 � 製造現場に設置する産業ロボット・協働ロボット・自動装置等

※事業を営むための必需設備は対象外です。（例：印刷業における印刷機等）

募集期間 � 令和7年5月12日から令和7年7月11日まで
※申請件数等を考慮し、審査のうえ、限度額の範囲内で助成額を決定します。
※申請者は予め品川区が実施するDXコーディネーターのヒアリングを受けていただくことが応募要件となります。
（ヒアリング申込みは6月30日まで）

※令和7年4月から令和8年3月までに設置・稼働・支払が完了するものが対象です。

● デジタル技術活用推進助成（ソフトウェア）（オンライン申請対応可） 全
生産性向上を目的とした事務作業等のデジタル化に係るソフトウェア導入経費の一部を助成します。
※�区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者（全業種）が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大80万円（対象経費の2/3）
対象設備 � 勤怠管理ソフト・RPAソフト等
募集期間 � 令和7年5月12日から令和8年1月30日まで（先着順）

※令和7年4月から令和8年3月までに設置・稼働・支払が完了するものが対象です。

● デジタル技術活用推進助成（ハードウェア）（オンライン申請対応可） 全
人材不足や物価高騰等の影響により経済情勢が変化する中、業務効率、省力化・省人化にかかるハードウェア導入
経費の一部を助成します。
※�区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者（全業種）が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大80万円（対象経費の2/3）
対象設備 � セルフレジ・配膳ロボット・自動チェックイン機等
募集期間 � 令和7年5月12日から令和8年1月30日まで（先着順）

※令和7年4月から令和8年3月までに設置・稼働・支払が完了するものが対象です。

※詳細は、上記専用サイトをご確認ください。
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■ 令和7年度　重点施策
全 新規事業展開支援事業（ハンズオン事業）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
アフターコロナによる消費者行動の変化や物価の上昇など、区内中小企業を取り巻く市場環境は大きく変化しています。
こうした市場環境に適応するために区内中小企業が実施する、新たな顧客獲得を目的とした新規市場展開や業態転換
を伴走支援します。

新規事業展開支援事業説明会のお知らせ
本事業についての説明会を令和7年4月24日に実施いたします。詳細は、別途中小企業支援サイトにてお知らせいたします。

知る
販路拡大セミナー
マーケティングを意識した新規事業展開や新たなマーケティング手法
を取り入れるきっかけづくりのためのセミナーです。

新規事業計画策定支援動画
新規事業実施のステップに関するオンライン短時間セミナーです。
全8回でアイデア発想法やマーケティング分析について解説しています。
対象者　新規事業展開にあたり何から着手すべきか分からない方

学ぶ
新規事業計画策定支援窓口（中小企業診断士）
自社の課題 ･強みの分析やターゲット選定のほか、新規事業が顧客に提供できる価値について、支援相談員との面
談により深掘りし、計画のブラッシュアップを行います。本事業の概要や流れに関するご質問も受け付けています。

新規事業計画策定支援講座
フレームワークを用いて自社の課題や新規事業のターゲット・提供価値を分析・可視化し、計画書の作成を通じて、
新規事業の具体化を目指すワークショップです。
対象者　�新規事業に挑戦したいが独自で計画策定を行うことが難しい区内中小事業者�

本事業の採択に向けて具体的な新規事業計画書を作成したい区内中小事業者

実践する
ハンズオン支援　実行支援（中小企業診断士）
中小企業診断士と定期的な個別面談により、採択を受けた新規事業の事業化や
販売後のモニタリングを行います。

ハンズオン支援　マーケティング支援（マーケティング専門家）
マーケティング専門家を派遣し、戦略立案を伴走支援することにより、新たな
マーケティングへの挑戦と新規事業の収益化を後押しします。

新規事業着手助成
新規事業の立ち上げに係る経費の一部を助成します。
助成額　製造業�最大200万円　その他の業種�最大100万円（対象経費の2/3）
対象経費　①機械設備費　②外注費　③内装工事費　※各経費に対象要件あり

新規事業 PR チャレンジ助成
新規事業のマーケティング経費の一部を助成します。
助成額　最大70万円（対象経費の2/3　※別途要件充足により4/5）
対象経費　�①広告宣伝費　②販売促進費　③展示会スペース料　④展示会ブース装飾料　※各経費に対象要件あり

マーケティング支援事業利用助成
独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する一部事業の利用経費を助成します。
助成額　最大10万円（対象経費の1/2）
対象経費　�独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する以下の事業の利用経費�

①ハンズオン支援事業（特定）においてマーケティングをテーマとするもの�
②ハンズオン支援事業（テストマーケティング）
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事業の流れ

ご利用者の声
ハンズオン支援（実行支援）� ファイン株式会社　品川区南大井3-8-17

第三者の視点により新たなビジネスモデルを生み出す
令和4年にこの事業の助成金を活用して3Dプリン

ターを導入しました。当初は商品開発における最終製
品の製造過程にて使用する予定でしたが、導入した光
造形3Dプリンターの特性上、課題が残っていました。
そのような状況で品川区からハンズオン支援のお話を
いただき、伴走でアイデアを整理することにしました。
弊社は製造業なので、これまで「最終製品の製造」

に注力していましたが、面談を重ねる中で、製造工程
の中の「試作」に着目し、この工程を切り出してサー
ビス化することで、自社リソースを活かした新たなビジネスモデルを生み出すことができました。「試作工程」
をサービスとして提供するという考え方は、自社のみでは出来なかったと感じます。
このサービスにより試作品を作った実績そのものが新たな「事例」となって蓄積され、「あんな試作ができる

なら、ウチも頼んでみよう」と新規のお客様を呼び込む “好循環” が生まれます。この好循環を活かして最終
製品の製造にも繋げていきたいと考えています。

ハンズオン支援（マーケティング支援）� 株式会社モバカメ　東五反田2-3-2　MOBaCAFE

新規事業展開支援事業の魅力はしっかりとしたハンズオン支援があること
今回の新規事業にはどのような広報戦略が適当なの

か、また即効性があるのか曖昧な部分がある中で、この
事業のことを知りました。この事業の魅力は、ハンズオ
ン支援で助言を受けながら、マーケティングについて自
社で試行錯誤することで、今後、別の取組みで広告を出
す際に自社で対応できるスキルを身につけることができ
ることだと思います。助言により初めての有料広告を出
稿してから1か月弱ですが、インスタグラムのフォロワー
数が200人増加し、また、ガレットの注文のおかげもあ
り目標の売上を達成するなど、弊社が目指したお客様層へのマーケティングの効果が出ていることを感じます。

ご利用を検討されている方へ

事業計画書が上手に書けなかったり、面接審査があることで「自分が申請できるのか」と不安に思
う方や諦めてしまう方がいると思います。でも実際は支援相談員の方と話しながら一緒に記入してい
くので、特別な知識や経験がなくても大丈夫でした。また、自分で書いた内容を事前に窓口で相談し
て仕上げることができたので安心して申請できました。興味があれば気負わずに、まずは相談してみ
るのが良いと思います。

必要に応じて
ご利用ください

ハンズオン支援（最大４年間）
販売後（２年目～）2月頃まで

採択

モ
ニ
タ
リ
ン
グ（
事
業
の
軌
道
修
正
）

実
行
支
援（
１
〜
２
か
月
に
１
回
程
度
）

新
規
事
業
の
早
期
収
益
化
に
向
け
た
Ｐ
Ｒ
の
実
施

新
規
事
業
Ｐ
Ｒ
チ
ャ
レ
ン
ジ
助
成
金

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
分
析
・
戦
略
立
案

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
支
援

新
規
事
業
に
必
要
な
設
備
の
購
入

新
規
事
業
着
手
助
成
金

新
規
事
業
計
画
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

新
規
事
業
実
行
計
画
書
へ
の
落
と
し
込
み

実
行
支
援

面
接
審
査
会（
７
月
）

申
込
み（
６
月
中
旬
）

新
規
事
業
計
画
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

新
規
事
業
計
画
策
定
支
援
窓
口（
３
回
実
施
）

新
規
事
業
計
画
策
定
支
援
講
座

新
規
事
業
計
画
策
定
支
援
動
画

販
路
拡
大
セ
ミ
ナ
ー

本
事
業
の
概
要
・
流
れ
や
対
象
事
業
の
確
認

新
規
事
業
計
画
策
定
支
援
窓
口（
初
回
）

歯ブラシ等の製造・開発に取り組んできた “モノづくり” 企業が、
光造形3Dプリンターを活用して介護事業者向け試作サービスを展開

店舗のリブランディングを目指して、品川区初の「クレープ
リー」としてガレットの販売を開始

製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金
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■ 令和7年度　重点施策
 ● 創業・スタートアップ支援事業� ▶創業・スタートアップ支援係 TEL�5498-6333

創業を目指す方や創業した方に対して、セミナーや連続講座によるビジネススキル習得の支援やオフィス・
コワーキングスペースの提供など、ソフト・ハード両面からの支援を実施しています。
また、スタートアップ・エコシステムを構築し、地域の主体や事業会社等と一体となってスタートアップの
創出・育成支援を行い、地域産業の活性化を目指します。
※詳細は21ページ以降をご覧ください。

 ● 品川スタートアップ・エコシステム� ▶創業・スタートアップ支援係�TEL�5498-6333

品川区の五反田・大崎地域は、IT ベンチャー企業やスタートアップが集積し、「五反田バレー」として認知
度が高まっています。
そこで、区ではスタートアップ・エコシステムの構築に向けた取り組みを開始し、地域・事業会社等と一体
となりスタートアップの創出・育成支援を加速させているところです。

地域の主体や事業会社とのマッチング機会の創出のほか、参画した会員同士の交流や事業活動を活性化させ
るためのコミュニティ運営等のプロジェクトを実施していくことで、スタートアップの事業成長を後押しす
るとともに、スタートアップ支援に係る各ステークホルダーとの関係性強化を図り、本取り組みを充実させ
ていく予定です。
※事業名称、内容が変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。

品川スタートアップ・エコシステムでは会員を随時募集しています。
会員には協業・共創によるマッチングの機会などを提供しています。
また、各種イベントのご案内やコミュニティ内での会員同士の情報交換等が可能です。

会費は無料で品川スタートアップ・エコシステムに興味のある方ならどなたでも登録できます。
以下よりお気軽にお申込みください。
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■ 品川区の助成金
■新製品開発に関する助成金

製 新製品・新技術開発費助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
新製品・新技術の開発に要する費用の一部を助成します。

※区内で１年以上継続して事業を営む計画のある中小製造業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大300万円（対象経費の2/3）
※申請件数・開発経費等を考慮し、審査のうえ、限度額の範囲内で助成額を決定します。

対象事業 � 新製品・新技術開発で、令和7年4月から令和8年3月までに開発が完了する事業
①製品の開発　②機械器具または装置の高性能化・自動化技術の開発
③生産・加工・処理のための新技術の開発
※開発経費等を負担しない受託開発や、ソフトウェアのみの開発は対象外となります。
※令和5年度、6年度の両年度で品川区新製品・新技術開発費助成またはソフトウェア開発費助成の交付を受けてい
る事業者は本助成事業の対象外となります。

募集期間 � 令和7年4月14日から令和7年6月13日まで

製・情 ソフトウェア開発費助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
ソフトウェア開発に要する費用の一部を助成します。

※区内で１年以上継続して事業を営む計画のある中小製造業・中小情報通信業事業者が対象となります。

（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大150万円（対象経費の2/3）
※申請件数・開発経費等を考慮し、審査のうえ、限度額の範囲内で助成額を決定します。

対象事業 � 以下のようなソフトウェア開発で、令和7年4月から令和8年3月までに開発が完了する事業
①�新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、開発後の需要が見込まれるソフトウェア開発
②�これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、新たな情報化の進展が見込まれる
ソフトウェア開発

開 発 例 � 各種のアプリケーションソフト、システムソフト、組み込みソフトの開発など
※開発経費等を負担しない受託開発およびゲームソフトの開発は対象外となります。
※令和5年度、6年度の両年度で品川区新製品・新技術開発費助成またはソフトウェア開発費助成の交付を受けてい
る事業者は本助成事業の対象外となります。

募集期間 � 令和7年5月12日から令和7年7月11日

全 特許権取得費助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
国内における特許権の新規取得に要する費用の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大20万円（対象経費の2/3）
※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。

対象経費 � �国内における特許権を新たに取得するために、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにお支払い
の費用のうち以下のもの
①弁理士費用　②特許庁費用（出願料、審査請求料、審判請求料、登録料）
※特許権の維持費および先行調査費は対象外です。
※弁理士費用のうち源泉徴収所得税は対象外です。

募集期間 � 令和7年10月1日から令和7年10月31日まで

製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金
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製・情 産学連携開発支援助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
区内中小企業が大学等と連携して製品開発・共同研究等を実施する際、大学等との契約に係る経費の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小製造業・中小情報通信業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大100万円（対象経費の2/3）
対象経費 � �大学等との共同研究等を行うために大学等と契約を締結し支払う費用のうち、令和7年4月1日から�

令和8年3月31日までの期間にお支払いが完了するもの
募集期間 � 令和7年5月7日から令和8年2月27日まで（先着順）

製・情 都立産業技術研究センター等利用料等助成（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
都立産業技術研究センターおよび産業技術総合研究所の利用に要する費用の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小製造業・中小情報通信業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � 最大10万円（対象経費の2/3）
対象経費 � 令和7年4月1日から令和8年3月31日までにお支払いの費用

（例）①実地技術支援　②依頼試験・機器利用・オーダーメイド開発支援
※一部助成対象外の経費があります。

募集期間 � 令和7年5月7日から令和8年2月27日まで（先着順）

■ 販路拡大・販売促進に関する助成金
全 新規事業着手助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
『令和７年度重点施策　新規事業展開支援事業』（P5-6）をご覧ください。

全 展示会出展費助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
国内・オンライン・海外で開催される展示会の出展に要する費用の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

※直近2ヵ年度において、本助成事業の対象となっている場合は対象外となります。

※令和8年3月31日までにお支払いの費用が助成の対象となります。

※国内またはオンライン展示会と海外展示会を合わせてご申請の場合、最大60万円までの助成となります。

※国内とオンライン展示会を合わせてご申請の場合、最大30万円までの助成となります。

※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。

対象展示会 � 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに国内・オンライン・海外で開催される展示会
※過去に同一展示会において助成を受けている場合は対象外です。

募集期間 � 令和7年10月1日から令和7年10月31日まで

《国内・オンライン展示会》
助 成 額 � 国内：最大30万円（対象経費の2/3）

� オンライン：最大20万円（対象経費の2/3）

対象経費 � 出展スペース料
※装飾費、運送費、人件費は対象になりません。

《海外展示会》
助 成 額 � 最大60万円（対象経費の2/3）

対象経費 � 出展スペース料、展示品等運送費・
� 保険料、通訳人件費
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■DX・デジタル化に関する助成金
製 DX推進助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
『令和７年度重点施策 ● DX 推進助成』（P４）をご覧ください。

全 デジタル技術活用推進助成（ソフトウェア）（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
『令和７年度重点施策 ●デジタル技術活用推進助成』（P４）をご覧ください。

全 デジタル技術活用推進助成（ハードウェア）（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
『令和７年度重点施策 ●デジタル技術活用推進助成』（P４）をご覧ください。

ご活用ください
補助金・助成金自動診断システム
質問にご回答いただくことで、活用見込みのある助成金等を幅広く

ご紹介いたします。

品川区電子申請サービス（オンライン申請）
各種助成金の申請について、郵送や窓口を介さず、必要書類をアッ

プロードいただけます。
※対応していない助成金もありますので、予めご了承ください。

製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金
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■人材確保・人材育成に関する助成金
全 魅力ある職場づくり支援助成（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351
企業の人材確保・定着および生産性・経営力向上のため、新たな特別休暇制度等の導入や、長時間労働の改善等、従
業員の雇用環境整備に係るコンサルティング費用の一部を助成します。

※区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）
助 成 額 � 最大30万円（対象経費の2/3）
対象経費 � �従業員の雇用環境整備に係るコンサルティング費用等のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日

までの期間に事業の実施およびお支払いが完了するもの
募集期間 � 令和7年6月2日から令和8年2月27日まで（先着順）

製・情 エンジニア確保支援事業助成（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351
エンジニアを採用した区内中小企業に対し、人材紹介手数料の一部を助成します。

※区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業・中小情報通信業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）
助 成 額 � 最大50万円（対象経費の1/2、1人まで）
対象経費 � �人材紹介会社等を活用しエンジニアを採用した際に支払う人材紹介手数料のうち、令和7年4月1日か

ら令和8年3月31日までの期間に支払った費用
募集期間 � 令和7年6月2日から令和8年2月27日まで（先着順）

製・情 インターンシップ事業促進助成（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351
インターンシップを実施した区内中小企業に対し、学生の受入れに要する費用の一部を助成します。

※区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業・中小情報通信業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）
対象学生 � A. 工業系教育機関の学生

B.�日本の工業系教育機関在学の留学生または海外の工業系教育機関に通う学生でインターシップに係る
在留資格・ビザを取得し職場体験する学生

助 成 額 � 1日 AまたはB※の学生×最大5日間×3人まで
※Aの学生受入れ：5,000円、Bの学生受入れ：10,000円

受入期間 � 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
募集期間 � 令和7年6月2日から令和8年2月27日まで（先着順）

全 人材スキルアップ支援助成（オンライン申請対応可）�▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351
区内中小事業者の以下の職業訓練に係る経費の一部を助成します。

（本助成金は、東京しごと財団が実施する補助事業の上乗せ助成となります。）
①社内・社外の短時間の職業訓練を実施
②DXに関する職業訓練を集合又は eラーニング等で実施
③育業中に職業訓練を実施
助 成 額 � ①30万円（東京しごと財団の確定通知額の1/5）� �
� ②20万円（東京しごと財団の確定通知額の1/5）� �
� ③20万円（東京しごと財団の確定通知額の1/5）
対象事業 � �（東京しごと財団実施）
� ①事業内・事業外スキルアップ助成金� �
� ② DXリスキリング助成金� �
� ③育業中スキルアップ助成金
募集期間 � 令和7年6月2日から令和8年2月27日まで（先着順）

➡︎「スキルアップ支援事業」とは
企業における従業員の職業能力の開発及び向上を促進するため、中小企業等が従業員に対して実
施する集合や eラーニング等による研修の費用の一部を、東京しごと財団が助成する事業です。
※詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skillup.html
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製・情・建奨学金返還支援助成� ▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351
東京しごと財団が実施している「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」を活用し、学生等を技術者として
採用および雇用継続している区内中小企業に対し、負担した費用の一部を助成します。

※�区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業・中小情報通信業・中小建設業事業者が対象となります。
（みなし大企業は除く。）
助 成 額 � �出捐額が①年5万円の場合、2万円の助成、②年12万円の場合、6万円の助成、③年25万円の場合、

12万円の助成
※1年度あたり1社3名分まで（最大3年間支援）

対象経費 � �東京しごと財団の基金へ出捐金として支払った企業負担金
募集期間 � 令和7年9月1日から令和8年2月27日まで

■事業承継に関する助成金
全 事業承継設備投資助成（オンライン申請対応可）� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
世代交代を見据えた事業承継に伴う設備更新・導入や事業承継を契機に更なる競争力強化を目指した設備更新・導入
に対する費用の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

助 成 額 � �製造業　最大500万円、その他の業種　最大250万円（対象経費の1/2）
対 象 者 � 下記いずれかに該当すること
� ①事業承継を3年以内に行う見込みを有する方　②事業承継してから2年を経過していない方

※申請者は、予め品川区が実施する事業承継専門家派遣および品川区経営相談を受けていただくことが申請要件とな
ります。（①の場合は、経営者および後継者（候補者）の両方。②の場合は経営者）

※本助成金交付決定前に導入（納品）された経費は対象外になります。

対象経費 � �設備の更新・導入に係る費用のうち、令和8年3月までに導入が完了し、支払期日が申請年度内である
こと（令和7年4月から令和8年3月までの期間にお支払いが完了するもの）
※対象は区内の工場、事業所に限ります。

募集期間 � 令和7年4月14日から令和8年1月30日まで（先着順）
※審査は書類審査、現地審査があります。
※交付決定までに大幅な期間を要しますので、早めの申請をお願いします。

事業承継ポータルサイトURL 　https://shoukei-shinagawa.jp/　

➡︎「中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業」とは
　奨学金の貸与を受けている大学生等が都内中小企業等に技術者（正規雇用労働者）として就職し、1年間
継続して勤務した場合、中小企業等と東京しごと財団が1/2ずつ負担して奨学金返還費用相当額の一部を最
大3年間にわたり助成する事業です。
※詳細は下記事業専用サイトをご覧ください。
URL：https://tokyo-scholarship-support.jp/

製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金
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■その他の助成金
全 ISO 認証等取得費助成� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
ISO 認証およびプライバシーマークの新規取得に要する費用の一部を助成します。

※区内に１年以上主な事業所を置く中小事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）

対象規格 � ISO9001、ISO27001、プライバシーマーク
助 成 額 � ISO9001、ISO27001：最大60万円（対象経費の2/3）
� プライバシーマーク：最大30万円（対象経費の2/3）
対象経費 � �上記の新規取得のために、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにお支払いの費用のうち以下の

もの
①講座・研修受講料　②コンサルタント費用　③審査費用

募集期間 � 令和7年9月1日から令和7年9月30日まで（先着順）

製 品川区ものづくり企業地域共生推進助成� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340
区内ものづくり企業の持続的な継続のため、東京都と品川区が連携し地域との共生を目的とした工場の改修や住民受
入環境の整備等に係る費用を一部助成します。

※ 区内に１年以上主な事業所を置く中小製造業事業者が対象となります。（みなし大企業は除く。）  
なお、詳細については、募集要項をご確認ください。

助 成 額 � ①操業環境改善事業
②住民受入環境整備事業
※申請件数等を考慮し、審査のうえ、限度額の範囲内で助成額を決定します。

対象事業 � ①�操業環境改善（防振・防音・防臭等）につながる事業（工場改修、移転、設備更新・導入）
②�近隣住民向けとした工場敷地内のオープンスペースの整備や工場内緑道整備・外壁美化等による�
工場環境整備

※助成事業者（中小企業者等）が契約および工事に着手できるのは、区の交付決定日以降になります。� �
また、当該事業は令和8年3月13日までに完了していることが必要です。

※一部移転を除き、対象は区内の工場、事業所に限ります。

募集期間 � 令和7年5月1日から令和7年5月30日まで

⎫
⎬最大375万円（対象経費の3/4）
⎭

製 …製造業を対象とした助成金

製・情 …製造業および情報通信業を対象とした助成金

製・情・建…製造業および情報通信業、建設業を対象とした助成金

全 …全業種を対象とした助成金
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■ 東京都の主な助成金、販路拡大支援
東京都中小企業振興公社（以下、公社）では、都内中小企業者向けに様々な支援メニューを用意しています。�
下記以外の支援メニューについては、公社ホームページをご覧ください。
HP：https://www.tokyo-kosha.or.jp/
※ 下記内容は令和6年度のものです。令和７年度の実施は、令和７年3月31日までに東京都議会で可

決された場合において確定します。詳細は公社ホームページの募集要項をご覧いただくか、各担当課
へお問い合わせください。

 ● 新製品・新技術開発助成事業� ▶助成課�TEL�3251-7895
実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、研究開発における経費の一部を助
成します。
助成額：最大1,500万円　助成率：対象経費の1/2以内

 ● 製品開発着手支援助成事業� ▶助成課�TEL�3251-7895
都内の中小企業者等が製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な課題を検討するために、社外資源を活用して実
施する技術検討の経費の一部を助成します。
助成額：最大100万円　助成率：対象経費の1/2以内

 ● 製品改良／規格適合・認証取得支援事業� ▶助成課�TEL�3251-7895
都内中小企業に対して、自社製品の改良や規格適合及び認証取得に要する経費の一部を助成します。
助成額：最大500万円　助成率：対象経費の1/2以内

 ● 知財戦略導入助成事業� ▶東京都知的財産総合センター�TEL�3832-3656
外国への知的財産出願費用、外国侵害調査などにかかる費用の一部を助成します。
※�外国特許出願費用助成事業など全11種類あり、各々助成額等が異なります。詳細は、上記電話番号までお問い合わ
せください。

 ● BCP策定支援事業� ▶総合支援課�TEL�3251-7885
大地震等の予期せぬ事態が発生した際に、都内中小企業が会社・事業・従業員を守るために取り組む「事業継続計画
（BCP）」の策定を支援します。また、既にBCPを策定している都内中小企業に関しては、BCPの実効性をより高め、
社内での定着化を支援します。

 ● BCP実践促進助成事業� ▶設備支援課�TEL�3251-7889
公社が実施している「BCP策定支援事業（BCP策定講座・BCP策定コンサルティング）」の受講、もしくは、中小企
業庁「事業継続力強化計画」の認定を受けている都内中小企業に対し、策定されたBCPを実践するための基本的な設
備・物品等の導入に要する経費の一部を助成します。
助成額：最大1,500万円
中小企業者等　助成率：対象経費の1/2以内　　小規模企業者　助成率：対象経費の2/3以内

 ● 中小企業ニューマーケット開拓支援事業� ▶販路・海外展開支援課�TEL�5822-7234
都内中小企業が自社開発した「きらりとひかる製品・技術」を、大手企業等のOBである “ビジネスナビゲータ” の営
業ネットワークとノウハウを活用して市場に紹介することにより、支援企業の営業力・営業体制の強化を目指す事業
です。
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■ 販路拡大支援� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

 ● 専門展示会共同出展
国内で開催される各種国際産業見本市に、独自装飾を施した「品川パビリオン」を設置し、区内企業による共同出展
を行います。

 ● ものづくり・IT�商談会
他自治体（目黒区・板橋区・江戸川区・足立区・荒川区・さいたま市・高知県）と合同で商談会を開催します。近隣
地域での企業間のネットワーク構築を支援し、受発注機会の拡大を目指します。

開催日　11月（予定）
会　場　品川産業支援交流施設（SHIP）3階　大崎ブライトコアホール（予定）
※�詳細が決まり次第、品川区中小企業支援サイトにてお知らせします。

 ● 城南地域ものづくり受発注商談会
ものづくり企業の新規取引先の開拓や取引促進、情報収集のため、全国各地の多くの企業が参加する個別商談形式によ
る大規模な商談会を大田区と合同で開催します。

【出展展示会】
■第30回機械要素技術展（東京）
会　期：令和7年7月9日（水）～�7月11日（金）
会　場：幕張メッセ

■第28回機械要素技術展（大阪）
会　期：令和7年10月1日（水）～10月3日（金）
会　場：インテックス大阪
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■ ネットワークづくり� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

 ● SHINAGAWA�イノベーションフォーラム
企業間の交流・連携の促進による新たなビジネスの創出やビジネスチャンスの獲得などを目的として、五反田産業文
化施設においてシンポジウムおよび企業交流会等を開催します。最新の ICT 技術に係る講演、ワークショップのほか、
展示、企業交流会等を通して、イノベーション創出やネットワーク構築のきっかけとなる場をご提供します。

 ● 産学連携情報交流会
産学連携に関心がある企業に対して、企業との連携に積極的な大学等と情
報交換・交流できる場を提供します。教員による講演、研究室や研究施設
の見学等を通して大学等との関係構築を図り、共同研究等の取り組みを進
めるためのきっかけづくりを支援します。

実施回数� 年2回（予定）
実施内容� ①大学等が実施している産学連携の取り組みの紹介

②教授等によるシーズ発表
③研究室等の施設見学

会　　場� 各大学等

実施内容　①講演　②ワークショップ　③展示　④ショートプレゼン　⑤企業交流会�等
会　　場　品川区立五反田産業文化施設
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■ セミナー・講座（申込制）
 ● 生産性の向上を図りたい

DX・デジタル技術活用セミナー
デジタル技術体験会・見学会

▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

DX化・デジタル技術活用について役立つ、様々なテーマのセ
ミナーを行います。また、中小企業でのデジタル技術の活用事
例紹介を含む、企業見学会や製品体験会を行い、DX化・デジ
タル化を推進するきっかけとなる場を提供いたします。

実施回数 � （セミナー）年4回（予定）
� （体験会）年2回（予定）
対 象 者 � 区内中小企業経営者・従業員等
会 場 � 品川区立五反田産業文化施設ほか

製造現場のためのDX推進講座
▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

区内中小製造業の社員（技術者）向けに、デジタルスキル等の
習得のための全4回の連続講座を行います。

対 象 者 � �区内中小企業に勤める従業員（製造業）
会 場 � 品川区立五反田産業文化施設ほか

DX思考を学ぶためのワークショップ
� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

区内中小企業の経営者や幹部社員向けに、戦略的にDXを推進
するためのノウハウを習得する2日間連続のワークショップを
行います。

対 象 者 � �区内中小企業経営者・従業員等
会 場 � 品川区立五反田産業文化施設ほか

 ● 会社の将来に備えたい（後継者育成）
しながわ後継者塾
� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

後継者（候補者）の育成のため、専門家「事業承継士」が経営
に必要な知識やノウハウを提供します。

開催期間 � �令和7年10月から令和8年1月まで（予定）� �
1講座全8回

対 象 者 � 区内中小企業後継者（後継者候補）
会 場 � 品川産業支援交流施設（SHIP）

事業承継セミナー
� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

課題解決のため、専門家「事業承継士」が様々なテーマの講演
を行います。

実施回数 � 年4回（予定）
対 象 者 � 区内中小企業経営者等
会 場 � 品川区立中小企業センター等

 ● 技術力を高めたい（技術者育成）
若手技術者支援講座
� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

産技高専・（公財）大田区産業振興協会と連携し、若手技術者
支援のための基礎講座を開催します。
機械系と電気・�電子系の基礎的な知識と技術を、講義・実習を
通じて習得できます。

対 象 者 � �区内中小企業に勤める若手技術者（製造業等）
会 場 � 都立産業技術高等専門学校

SHIP�Creativity�Day　工房セミナー
� ▶一般財団法人品川ビジネスクラブ　TEL�5449-6557

SHIP 工房の活用事例を交え、中小企業の技術力向上のための
講習会や新製品開発等への活用を促すセミナーを開催します。
※ �SHIP では、本セミナー以外にも事業成長や起業のノウハウ
について学べるセミナー等も実施しています。

実施回数 � 年6回（予定）
対 象 者 � 区内中小企業技術者等
会 場 � 品川産業支援交流施設（SHIP）

 ● 雇用確保に取り組みたい
雇用確保支援セミナー
� ▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351

区内中小企業の雇用確保（人材定着・外国人材採用等）に向けたセミナーを開催します。

実施時期 � �年4回（予定）
対 象 者 � 区内中小企業経営者、人事担当者、従業員等
会 場 � 品川産業支援交流施設（SHIP）ほか
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■ 情報発信・情報取得� ▶中小企業支援担当（経営支援担当）TEL�5498-6340

 ● 品川区中小企業支援サイト「区内企業情報」ご登録のおすすめ
「品川区中小企業支援サイト」に区内企業情報を掲載しています。

令和6年12月末日現在約1,350社登録しています。
メリット❶ � �データベースには月平均17,000件以上のアクセスが

あります。サイト経由の問い合わせや新規取引の機
会創出につながります。

メリット❷ � �区に新規取引等の発注相談があった場合、相談員が
ご登録されている事業者を優先的にお引き合わせい
たします。

メリット❸ � �公的機関のホームページのため検索エンジンで上位に表示されることが多く、事業者の情報が見つかり
やすくなります。

メリット❹ � �企業概要、製品・サービスの情報等、簡単にご登録、PRが可能です。創業したばかりの事業者などの
自社ページの代わりとしてご活用できます。

※�既にご登録されている事業者については、製品情報や代表者交代など変更がある場合、� �
修正をお願いいたします。

URL：�https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/goriyounotebiki/mypage/1888.html

 ● 品川区中小企業支援サイト「メールマガジン」ご登録のおすすめ
各種助成金の募集や、講座・セミナー開催のご案内など、品川区や産業団体の産業支援の情報を配信します。
品川区の産業支援策をいち早く知りたい方は品川区中小企業支援サイトのトップページ下段「メールマ
ガジン」からご登録ください。
URL：https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

 ● しながわ産業ニュース（年5回程発行）
区内中小企業向けの講演会や助成金等、有益な情報を多数載せています。定期配送をご希望の方は、
中小企業支援担当（経営支援担当）までお問い合わせください。無料で配送いたします。

■ 求人支援� ▶中小企業支援担当（人材確保担当）TEL�5498-6351

 ● 内職相談・あっ旋
品川区内にお住まいで内職を希望する方にあっ旋できる内職の仕事を募集しています。家庭でできる簡単な手仕事や
組立作業など、内職に適したお仕事がございましたら、ぜひご連絡ください。

 ● ハローワーク品川での求人申込み
ハローワーク品川では、全国的なオンラインシステムを用いて、求職者に対し求人情報の提供を行っています。求人
申込みは随時受け付けていますので、手続きの詳細はハローワークインターネットサービスをご参照いただくか、下
記問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ� ハローワーク品川（港区芝5-35-3）　TEL：5418-7301（ダイヤルイン）

 ● サポしながわでの求人申込み
おおむね55歳以上の求職者のための無料職業紹介所サポしながわでは、随時求人申込みを受け付けています。お電話
による求人登録も可能です。求職登録者との個別面談やアドバイスを通じて、適材の方を紹介します。また、年に数回、
就職面接会を開催しています。詳細は下記問い合わせ先へご連絡ください。
問い合わせ� サポしながわ（品川区立中小企業センター1階）　TEL：5498-6357　FAX：5498-6358

 ● 女性デジタル人材マッチング支援事業
IT・デジタルスキルの習得や IT エンジニアとしてのキャリアに関心のある女性に対し、キャリアセミナーや体験レッ
スンを通じて、キャリア形成を支援するとともに、区内企業への就職を支援します。
詳細：品川区中小企業支援サイトにて別途お知らせします。
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■ 各種相談（無料・予約制）
相談内容 内容 曜日（原則） 時間（原則） 担当

区
施
設
で
実
施

経営相談・
創業相談・
経営診断

区の経営相談員（中小企業診断士）が経
営・創業に関するご相談を無料でお受け
します。また、必要に応じて現地に相談
員を派遣し、経営診断を行います。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

中小企業支援担当
（経営支援担当）
TEL�5498-6340

企業法務相談
企業経営者や企業法務担当者の方が抱
える企業法務全般（債権回収、労使問
題、クレーム対応など）について弁護
士が無料で相談に応じます。

第1・3（火） 午前10時～
正午

特許相談
特許・実用新案・意匠・商標の出願手続は
もちろん、諸外国の制度や知的財産権全般
について弁理士が無料で相談に応じます。

第2・4（金） 午前10時～
正午

海外ビジネス
相談

海外でのビジネス経験や駐在経験があ
り、現地の政治・経済・文化・言語を
深く理解する数多くのエクスパートを
擁している NPO 法人国際社会貢献セ
ンター（ABIC）の協力により、海外取
引全般（販路開拓、進出、契約、現地
会社設立など）の相談に応じます。

第1～4（水） 午前9時～
午後5時

特定創業支援等
事業

経営相談員との個別面談またはセミ
ナーを1か月以上4回以上実施し、経
営・財務・人材育成・販路開拓に関す
る知識を習得していただく事業です
※�詳細は直接お問い合わせいただくか P21
をご覧ください。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

創業・スタート
アップ支援係
TEL�5498-6333

ワンストップ
相談窓口
in�SHIP

経営相談全般、企業法務、雇用、税務
などの幅広い分野に対し、各分野の専
門家が相談に応じます。
※�各専門家の相談日については、随時ホー
ムページに掲載しています。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

品川産業支援
交流施設　SHIP
TEL�5449-6557

事
業
者
へ
訪
問
し
て
実
施

発注相談

外注先をお探しの企業、個人事業主のご希望
をお伺いしたうえで、区商工相談員が区内中
小企業をご紹介いたします。
※�案件によってはご紹介できない場合があります。
※�各企業との取引の可否については、当事者
間の判断と責任において行ってください。

（月）～（木） 午前9時～
午後5時

中小企業支援担当
（経営支援担当）
TEL�5498-6340

ビジネス・
カタリスト派遣

豊富な知識・経験を有する専門家「ビジ
ネス・カタリスト」が課題を抱える中小
企業を訪問し、課題解決へ向けた各種支
援を行います。※原則として、全ての業
種の区内中小企業の皆様にご活用いた
だけます。（利用回数：最大10回まで）
※�相談内容・申請件数等を考慮し、予算の
範囲内で区が利用回数を決定します。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

DX・デジタル技術活用
相談窓口・

DXコーディネーター
派遣

中小企業における製造現場や事務作業
等のDX化・デジタル技術活用に関する
相談や課題に対して、専門家が事業者を
訪問し課題解決に向けたアドバイスを
行います。（利用回数：1年間5回まで）
※�デジタル人材育成講座受講者および DX
推進助成採択者は年10回まで利用可能

※�予算件数等を考慮し、予算の範囲内で区
が派遣回数を決定します。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

事業承継
専門家派遣

専門家「事業承継士」が事業承継に関する
課題について事業者を訪問しアドバイスし
ます。（利用回数：1年度内3回まで）
※ �M&Aや人材スカウト等の第三者承継に
関する相談は5回まで

（月）～（金） 午前9時～
午後5時



20

相談内容 内容 曜日（原則） 時間（原則） 担当
事
業
者
へ
訪
問
し
て
実
施

人材アシスト
マネージャー

派遣

区の商工相談員が、人材不足や求人活
動に悩みを抱える区内中小企業を訪問
し、自社の人材に関する問題に適宜ア
ドバイスを行います。
相談例：社員の退職を防止したい／人材
育成についての悩みがある／就業規則の
改定を検討している

（金） 午前9時～
午後5時

中小企業支援担当
（人材確保担当）
TEL�5498-6351

高
専
等
で
実
施

産技高専による
技術指導・
出張技術指導

都立産技高専の教員による技術指導で
す。産技高専の測定器・工作機器等の設
備を活用した技術指導やアドバイスを行
い、企業が抱える技術的な課題を整理・
解決します。（利用回数：最大5回まで）
※�相談内容・申請件数等を考慮し、予算の
範囲内で区が利用回数を決定します。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

中小企業支援担当
（経営支援担当）
TEL�5498-6340

相談内容 内容 曜日（原則） 時間（原則） 担当 HP

品
川
区
以
外
の
相
談
窓
口

ワンストップ
総合相談窓口

都内中小企業の経営に
関するお悩みに、総合
的にお応えする相談窓
口です。経営全般・資
金繰り・創業・IT関連・
労務・法律・クレーム
対応などの幅広いご相
談に各分野の専門家が
アドバイスします。ご
相談は、電話・オンラ
イン・来社・E メール
にて可能です。なお、
オンライン・来社は事
前予約制です。
また、法律相談は来社・
オンラインのみです。

（月）～（金）
午前9時～
午前11時30分
午後1時～
午後4時30分

東京都中小企業
振興公社
総合支援課

TEL�3251-7881

https://www.
tokyo-kosha.
or.jp/support/
shien/soudan/

コンシェルジュ
起業相談
（TOKYO創業
ステーション・
TOKYO創業
ステーション
TAMA）

起業前～起業して間も
ない方向けに、起業経
験者であるコンシェル
ジュが「起業に関する
相談」を毎日お受けし
ております。アイディ
アの発想や会社設立の
手順等、幅広い分野の
ご相談が可能です。

（月）～（金）
午前10時～
午後9時
（最終受付
午後8時）

東京都中小企業
振興公社

創業支援課・
多摩創業支援課

TEL
（丸の内）
5220-1141
（多摩）

042-518-9671

https://startup-
station.jp/

土日祝
午前10時～
午後5時
（最終受付
午後4時）

プラン
コンサルティング
（TOKYO創業
ステーション・
TOKYO創業
ステーション
TAMA）

創業アイディアの事業
化を目指す方向けに、
創業支援に熟練した創
業相談員が、マーケティ
ングや事業計画書作成
の助言を行う「プラン
コンサルティング」を
実施しています。

月・火・木・金
午前10時～
午後5時
（最終受付
午後4時）

水
午前10時～
午後8時
（最終受付
午後7時）

第2・4（土）
午前10時～
午後4時
（最終受付
午後3時）

技術相談

都内中小企業向けに、
機械、繊維、材料、デ
ザイン、環境・エネル
ギー、食品、バイオ、
情報、エレクトロニク
ス、生活など幅広い分
野の技術相談を電話・
メール・来所でお受け
します。

（月）～（金） 午前9時～
午後5時

地方独立行政法人
東京都立産業技術
研究センター

TEL�5530-2140

https://www.
iri-tokyo.jp/

■ 各種相談（無料・予約制）

セ
ミ
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・
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情
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各
種
相
談
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■ 創業・スタートアップ支援
■品川区の創業・スタートアップ支援　年間スケジュール
※各事業スケジュールについては、予告なく変更する場合があります。
※支援対象によって業種や起業年数の設定がございますので、各事業の詳細をご確認ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

●インキュベーションマネージャー
相談（西大井・武蔵小山・SHIP）

●専門家相談（西大井・武蔵小山
・SHIP）※弁護士・税理士等

●オープン起業カフェ・耳よりサロン
（西大井・武蔵小山）[Ｐ23]

●小中学生向け 次世代人材育成事業
（西大井）[Ｐ22]

※アントレプレナーシップ教育プログ
ラム

●how to、テー マ 別 セミナー
（西大井・武蔵小山）[P23]

●2401起業塾（西大井）[P22]

●個別講義（区）[P19]

●集合セミナー（SHIP）[P19]

●ウーマンスケールアップ
プログラム（武蔵小山）[P22]

●ビジネスイノベーションスクール
（SHIP）[P23]

●羽ばたけアントレーヌ（武蔵小山）
[P23]

●ウーマンズビジネスグランプリ
（武蔵小山）[P23]

●ビジネス創 造コンテスト
（品川ビジネスクラブ）

起業検討中～起業3年以内
の方

起業検討中

起業検討中～起業3年以内
の方

小学4年生～中学3年生で、
起業やビジネスに興味があ
る方

起業に挑戦したい方（起業
前～起業後概ね3年以内）

●女 性 のための 起 業スクール
MU★SAKO（武蔵小山）[P22]

起業前（半年～1年以内に
起業予定）から起業後概ね
3年以内の女性

半年以内に区内で起業予定
もしくは、区内に起業して5
年以内の方（起業後、引き
続き区内に事業所を置いて
いる方）

物販・サービスを行う方で、
起業を検討しているもしくは
起業後3年以内の女性起業家

概ね1年以内に起業予定ま
たは、起業後5年以内の女
性起業家

組織化や事業拡大を目指す
女性起業家

起業予定者、事業拡大を
目指す企業

区民枠：品川区民（在住・
在学者）
一般枠：品川区内・区外
問わずどなたでも

各種相談

主な対象者

主な対象者

起業支援

スタートアップ支援

起業啓発
プログラム

実践セミナー

起業スクール

特定創業支援
等事業

事業拡大

テスト
マーケティング

ビジネス
コンテスト

●五反田バレーアクセラレーション
プログラム[P22]

●スタートアップアドバイザー [P23]
※1企業あたり最大5回まで
※予算上限到達次第、終了

●スタートアップ・エコシステム[P7]

IT分野等で起業予定または
起業して概ね5年以内の法人
または個人

起業後概ね10年未満で、
事業成長を目指すスタート
アップ

事業成長、地域課題解決等
を志すスタートアップ

メンタリング・
研修等

専門家相談等

マッチング・
交流支援

（月）～（金）午前9時～午後5時（＊）

月4回～ 5回程度（＊）

詳細は施設ホームページ参照（＊）

7月～8月

募集～4月 講座6月～9月

募集6月～8月 講座9月～11月

11月～12月

5月～6月（＊） 1月～2月（＊）

随時（＊）

随時（＊）

（＊）予約制

募集4月～ 講座6月～9月（全8回）

募集10月～12月    実施3月

月1回程度（＊）

募集7月～11月 実施2月

募集5月下旬ごろ～実施9月～3月（研修全6回）
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■ 連続講座
 ● 五反田バレーアクセラレーションプログラム� ▶創業・スタートアップ支援係�TEL�5498-6333
IT 分野等で起業を検討している方や起業間も
ない企業等を対象に、起業に必要な情報の提
供や事業計画のブラッシュアップ、さらに、
起業者同士のネットワーク構築やビジネス
マッチング等を通して事業化の支援を行うこ
とを目的としたプログラムを開催します。
対 象 者� ：�IT 分野等で起業予定または�

起業して概ね5年以内の法人
� ��または個人

■ 創業支援施設等が実施する連続講座
 ● 2401起業塾� ▶西大井創業支援センター�TEL�6451-8131
社会課題解決や自己実現、複業・副業からの起業に挑戦したい個人・学生を対象とした連続講座です。講義およびグ
ループワークに加えて、受講生限定のコミュニティも活用しながら最終的に事業計画書を発表できるレベルを目指し、
起業アクションに踏み出すことに主眼を置いたカリキュラムです。
対 象 者� ：社会課題解決や自己実現、複業・副業からの起業に挑戦したい方

 ● 小中学生向け�次世代人材育成事業� ▶西大井創業支援センター�TEL�6451-8131
品川区内の小学生・中学生を対象に、急速に変化する社会に対応するために自己発見と協力を通じて自ら道を切り開
く力を育成します。実際の起業家が講師となり、講義、ワークを通じながら将来社会で活躍するために必要な知識や
マインドを養うカリキュラムです。
対 象 者� ：品川区在住または品川区在学中の方（小学校4年生～中学校3年生）

 ● 女性のための起業スクール�MU★ SAKO ＊� ▶武蔵小山創業支援センター�TEL�5749-4540
起業準備中や起業して間もない女性を対象とした全10回の連続講座。起業家の心構えからビジネスプランの策定方
法、売上・利益計画などについて学ぶことで、修了後には起業できるレベルまで育成していく起業スクールです。事
業計画書を作成し、ウーマンズビジネスグランプリのファイナリストを目指します。
対 象 者� ：起業準備中から起業後概ね3年以内の女性

 ● ウーマンスケールアッププログラム ＊� ▶武蔵小山創業支援センター�TEL�5749-4540
すでに自立して事業を行っている女性起業家に向け、ひとり起業から組織化・事業拡大を目指す方を対象とした連続
講座。年商5000万円から1億円を目指し、事業拡大に向けた「組織化」や「起業家から経営者への成長」をテーマに、『学
び⇒発表⇒フィードバックを受ける』機会を提供します。実践的に学ぶ中で、事業を着実にブラッシュアップしていき
ます。また、連続講座を通し、女性経営者の仲間・ネットワークを構築していただくことも本講座受講のメリットです。
対 象 者� ：組織化や事業拡大を目指す女性起業家

 ● SHIP ビジネスイノベーションスクール� ▶品川産業支援交流施設SHIP�TEL�5449-6557
ビジネスイノベーションスクールは、どんな予測困難な状況でも、自らの志を持ってビジネスを実践できるイノベー
ション人材を育成することを目的に開催します。自らの想いを貫き、特色あるユニークな経営を実践している起業家
および自社ビジネスの革新や経営にとって新規性の高いテーマについての講演などを、毎月開催いたします。
対 象 者� ：起業予定者、事業拡大を目指す企業

＊事業名称、内容が変更になる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

＊事業名称、内容が変更になる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
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■ 相談
 ● スタートアップ企業向け専門家相談（スタートアップアドバイサー）� ▶創業・スタートアップ支援係�TEL�5498-6333
課題等を抱える起業間もないスタートアップ企業等に対し、事業計画や資金調達などの課題に応じて適切なアドバイ
ザー（専門家）をマッチングし、個別相談（メンタリング）により課題解決等に向けた各種支援を行います。
※相談内容によっては他の相談事業をご案内する場合があります。URL：https://shinagawa-ism.com/startupadvisor/

■ 情報収集・情報発信
 ● 『SHINAGAWAISM�～品川スタートアップナビ～』� ▶創業・スタートアップ支援係�TEL�5498-6333
五反田バレーをはじめとした品川区内のスタートアップ企業
やキーパーソンへのインタビューのほか、イベントレポート
や区の支援メニューの紹介など注目のコンテンツを随時公開
しています。�

 ● 『五反田計画』（オウンドメディア）� ▶創業・スタートアップ支援係�TEL�5498-6333
五反田で活躍する企業や個人のインタビュー、五反田に足を運
びたくなるようなスポット情報、五反田バレーが企画するイ
ベントレポートなどを発信する “ITベンチャーと地域の共創メ
ディア” として、五反田の街・企業・人の魅力を伝えています。� URL：https://project.gotanda-valley.com/

■ イベント・交流
 ● ウーマンズビジネスグランプリ�in�品川 ＊� ▶武蔵小山創業支援センター�TEL�5749-4540
女性起業家のためのビジネスプランコンテストです。開催を通じて、女性
起業家の可能性について広く周知すると共に、女性起業家輩出のすそ野を
広げ、優れたビジネスプランの発掘や女性起業家の成功事例を輩出するこ
とを目的に開催しています。�女性起業家・起業家のタマゴによるビジネ
スプラン表彰事業として2011年から開始。過去にファイナリストとして
登壇した9割以上の女性起業家が起業を実現し、名実ともに実績を積み重
ねています。

過去の入賞者ビジネス例
・ホテル清掃に特化した現場コンサルティング 〜イメージを変え、憧れの仕事に〜
・日本考古学発祥の地で文化財の新しい保管サービス〜文化財に特化した管理配送型倉庫で SDGs

への取組み
・ママの得意や強みが活かせる場所「ママズの家」〜品川で暮らす人とママのかけはしに！〜

 ● 羽ばたけ！★アントレーヌ in�品川 ＊� ▶武蔵小山創業支援センター�TEL�5749-4540
手作り商品・サービスをテーマとする女性起業家のタマゴたちが、お客様の声
を今後に生かすために実施するテストマーケティングイベントです。
自身のサービス・商品を、実際に出店・販売する事でブラッシュアップできます。
出店に向けて起業家に求められる心構えや接客販売の基本、集客戦略から販売
促進、店舗レイアウトまで幅広く実践的な内容を学ぶことができます。また、
事後セミナーでは出店後のフォローアップも実施します。

過去の出店商品例
ハンドメイドアクセサリー、オリジナル雑貨、ワークショップ等

 ● 起業啓発プログラム /実践セミナー� ▶西大井・武蔵小山創業支援センター�TEL6451-8131/5749-4540
品川区立創業支援センター（西大井・武蔵小山）では、起業予定または起業間もない人に向けて、先輩起業家をゲス
トに迎え、起業前後の変遷を学ぶプログラムや、専門家等によるワークショップを交えた実践的なセミナーを実施し
ています。詳細は施設ホームページをご覧いただくか、施設へお問い合わせください。

URL：https://shinagawa-ism.com/

＊事業名称、内容が変更になる場合があります。詳細はお問い合わせください。



24

創業支援施設
ベンチャー企業を中心とした多くの方に区内の優れた立地環境での起業場所を提供することにより、区内産
業の活性化に貢献していきたいとの考えから創業支援施設の運営を行っています。

 ● 武蔵小山創業支援センター� 品川区小山3-27-5
小売分野等での起業を支援する「チャレンジショップスペース」（1階計3店舗）、起業支援を行う「コワーキングスペー
ス」（6階）から構成されています。

⑴　チャレンジショップスペース
•入居期間：1年（1回更新可能）または3か月
（1回更新可能）
•設備：機械警備、共用コピー機、相談・商談
室、陳列棚、交流スペース
•月額使用料：

スペース 入居期間 使用料（月額）

101号室
102号室 1年（1回更新可能） 10,000円

103号室 3か月（1回更新可能） 3,000円

•入居対象：小売業、サービス業等で起業予定ま
たは起業して概ね3年以内の法人または個人

⑵　コワーキングスペース
• 入居期間：1年（2回更新可能）
•設備：個人ロッカー、共用コピー機（有料）、
共用給湯室、相談・商談コーナー、機械警備、
交流スペース
•月額使用料：5,000円（一人につき）
•入居対象：小売業、サービス業等で起業予定ま
たは起業して概ね3年以内の法人または個人

⑶　会議室、交流スペースの貸出、工房の利用
詳細は武蔵小山創業支援センター
ホームページをご覧いただくか、
施設へお問い合わせください。
TEL：03-5749-4540
https://musashikoyama-sc.jp/

 ● 広町工場アパート・創業支援センター� 品川区広町1-5-28
企業の生産活動を支援する「工場スペース」（1・2階�計8室）と、�ベンチャー企業の活動を支援する「オフィススペー
ス」（3・4階�計8室�）�から構成されています。

⑴　工場スペース
•入居期間：10�年（1回更新可能）
•設備：ミニキッチン、トイレ、共用会議室
•月額使用料：

部屋 面積 使用料（月額）
101号室 44.55㎡ 148,700円

102～ 104号室 72.00㎡ 240,300円
201号室 44.55㎡ 114,400円

202～ 204号室 54.00㎡ 138,800円

•入居対象：製造業を1年以上継続して操業して
いる中小企業者

⑵　オフィススペース
• 入居期間：2年（4回更新可能）
•設備：ミニキッチン、トイレ、共用会議室
•月額使用料：

部屋 面積 使用料（月額）
301～ 303号室 50.70㎡ 104,000円

304号室 26.85㎡ 55,100円
401～ 404号室 50.70㎡ 104,000円

• 入居対象
①�製造業、製造業関連産業、情報関連産業の
いずれかに該当すること

②次のいずれかに該当すること
• �起業を予定または起業後概ね5年以内であ
ること
•第二創業、新分野進出を目的としていること
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 ● 西大井創業支援センター� 品川区西大井1-1-2　J タワー西大井イーストタワー2階
西大井創業支援センターは、ベンチャー企業の活動を支援する 「オフィススペー
ス」４室とコワーキングスペース、多目的スペースや会議室がある「創業支援ス
ペース」から構成されています。

 ● 天王洲創業支援センター� 品川区東品川�2-2-25　サンウッド品川天王洲タワー2・3階
企業活動を支援する「オフィススペース」（10室）から構成され
ています。給湯、トイレは共用となっており、オフィススペース
内に水回り設備はありません。

⑴　オフィススペース
•入居期間：2年（4回更新可能）
•設備：電話回線・光ファイバー対応
•月額使用料：

部屋 面積 使用料（月額）
1～3号室 約52㎡ 208,000円
4号室 約57㎡ 228,000円
5号室 約59㎡ 236,000円

• 入居対象：次のいずれかに該当すること
•製造業で新事業展開、事業拡大、事業体制の再
編等のため、企画・営業部門、開発・設計部門
など生産設備を付帯しない施設の移転、新設を
考えている企業（ファブレスメーカーを含む）

•製造業を側面的に支援するソフトウェア開
発、IT 関連サービス、工業デザイン、機械
設計等を手がけている情報関連サービス業者
•品川区に立地する製造業者に原材料や機械
設備、部品等を供給する商社・卸売業者等

208号室

⑴　オフィススペース
•入居期間：2年（最大4回更新可能）
•月額使用料：

スペース 入居期間 使用料（月額）
203号室 約63㎡ 207,900円
204号室 約50㎡ 165,000円
208号室 約71㎡ 234,300円
209号室 約68㎡ 224,400円

� ※別途光熱水費はご負担いただきます。
•入居対象：
•製造業で新事業展開、事業拡大、事業体制
の再編等のため、企画・営業部門開発・設
計部門など生産設備を付帯しない施設の移
転、新設を考えている企業（ファブレスメー
カー含む）
•製造業を側面的に支援するソフトウェア開
発、IT関連サービス、工業デザイン、機械設
計等を手がけている情報関連サービス業者
•大学や各地域の産業活動を支援する産業支
援組織（大学サテライトキャンパス、研究
プロジェクトオフィス、第3セクター等の
産業支援機関、商工会議所、商工会など）

⑵　創業支援スペース
①コワーキングスペース
•利用時間：�平日：9：00～ 21：30� �

土日：9：00～ 18：00
• 入居期間：1年以内（最大3回更新可能）
•設備：個人ロッカー、共用コピー機（有料）、
共用給湯室、Wi-Fi
• 使用料：�一般　8,000円 / 月、2,000円 / 日� �

学生　5,000円 / 月、1,300円 / 日��
※いずれも一人につき

•その他：�住所利用、登記可能、ポップアップ
スペースの利用

•入居対象：�1年以内に起業予定もしくは、� �
起業後おおむね3年以内の事業者

②多目的スペース、会議室の利用
詳細は西大井創業支援センター
ホームページをご覧いただくか、
施設へお問い合わせください。
TEL：03-6451-8131
https://port2401.jp/

コワーキングスペース 多目的スペース 会議室 ポップアップスペース
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産業支援交流施設
 ● 品川産業支援交流施設�SHIP� 品川区北品川5－5－15　大崎ブライトコア3階・4階

次世代の産業を支援する拠点として、エンジニア、デザイナーなど起業家精神
に満ちあふれた国内外のクリエイターや、さらなる飛躍を目指すベンチャー・
中小・大手企業などが交流する場を提供しています。
3階はイベントホール、4階はオフィススペース（計16室）、オープンラウンジ
（コワーキングスペース）、多目的ルーム、会議室、3Dプリンターを備えた工
房などで構成されており、多彩なイノベーションを生み出していくことを目指
しています。

▶施設内容と使用料（一例）
室名 面積（㎡） 利用単位（種別） 一般料金 区民料金

3
F

イベントホール
（全面利用） 439.1㎡ 1日 440,000円 396,000円

延長1時間 44,000円 39,600円
イベントホール
（半面利用） 222.7㎡�216.4㎡ 1日 275,000円 247,500円

延長1時間 27,500円 24,750円

4
F

オープンラウンジ
（コワーキング
スペース）

349.5㎡

法人会員A 27,500円 －
法人会員B 22,000円 －
個人会員A 16,500円 －
個人会員B 11,000円 －

個人モーニング・
ナイト・ホリデイ会員 8,800円 －

個人平日デイタイム会員 8,800円 －
ワンタイム会員 550円 －

多目的ルーム 108.7㎡ 1時間 11,000円 9,900円

工房 30.3㎡ 1時間 550円～ 880円 495円～ 792円
27.4㎡ 1時間 550円～ 880円 495円～ 792円

第1会議室 45.8㎡ 1時間 3,500円 �3,150円
第2会議室 21.4㎡ 1時間 1,980円 1,780円
第3会議室（全面） 24.4㎡ 1時間 2,420円 2,170円
第3会議室（半面） 12.2㎡ 1時間 1,430円 1,290円

※ 内は月額料金、ワンタイム会員は1時間当たりの料金
※イベントホールおよび工房・会議室は利用する設備等により追加料金が発生します。
※料金等の詳細は施設にお問い合わせください。

▶オフィススペース（4階）
・入居期間：1年（4回更新可能）
・設備：�電話回線、WiFi�完備、機械警備、共用

コピー機（有料）
・月額使用料：

部屋 面積 使用料（月額）
401～ 404号室 34.4㎡ 220,000円

405号室 36.7㎡ 239,800円
406号室 48.3㎡ 279,400円
407号室 66.3㎡ 378,400円

408～ 409号室 17.4㎡ 94,600円
410号室 27.9㎡ 150,700円
411号室 38.1㎡ 198,000円

412～ 416号室 18.4㎡ 99,000円

・入居対象：
①�新たな事業分野への進出や、新たな事業展開
を図る製造業（ファブレスを含む）や情報通
信業に携わる方

②�商品開発に係る企画、デザイン、コンテンツ制作
に携わる方

③商品開発を支える各種サービス業に携わる方
④�産業や企業活動を支援する大学や各種産業支
援機関（インキュベーターを含む）、金融機
関、投資機関等に携わる方

▶その他支援サービス内容
・�インキュベーションマネージャーをはじめ、各専門家
によるアドバイス

・金融機関による個別相談会の開催
・セミナー・イベント・交流会の開催
・多目的ルーム、会議室の貸出等
・工房の機器貸出、助言、指導等

▶利用時間
3階／大崎ブライトコアホール� 9：00～ 20：00
4階／オープンラウンジ等〈平日〉� 8：00～ 22：00

〈土曜、日曜、祝日〉� 9：00～ 18：00

▶休館日
年末年始（12月29日～1月3日）、保守点検日

▶所在地
品川区北品川5－5－15　大崎ブライトコア3階・4階

▶問い合わせ� 3F 大崎ブライトコアホールに関して
 【指定管理者】株式会社マグネットスタジオ
� TEL�5447-7130　FAX�5447-7131
� URL�https://www.osaki-hall.jp

� 4F オープンラウンジ等に関して
� 【指定管理者】一般財団法人品川ビジネスクラブ
� TEL�5449-6871　FAX�5449-6558
� URL�https://www.ship-osaki.jp/

▶交通　JR大崎駅（新東口）から徒歩8分

イベントホール

オープン
ラウンジ

工房

第1会議室
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産業文化施設
 ● 五反田産業文化施設CITY�HALL�&�GALLERY�GOTANDA� 品川区西五反田8－4－13　五反田 JPビルディング3階

「JR 山手線」の中で渋谷と品川をつなぐ副都心として位置し、飲食店を中心と
した賑わいに加え、近年スタートアップ企業が集積して五反田バレーとして、注
目を集めているこの地域に、五反田 JP ビルディングは誕生しました。オフィス
入居企業とシェアオフィスユーザーとのコラボレーション、国内外からの観光・
ビジネス客による宿泊など、さまざまな人々の集い共創するこの場所に「CITY 
HALL & GALLERY GOTANDA」は、産業と文化の拠点として新たな未来を
描きます。

▶使用料
室名 面積 利用単位 一般料金 区民料金

イベントホール 413㎡
1日（9：00～ 20：00） 605,000円 544,500円
時間延長（30分単位） 30,250円 27,225円

時間使用（最低5時間使用 /1時間単位） 71,500円 64,350円

ギャラリー 98㎡

全日料金（9：00～ 20：00） 99,000円 49,500円
午前区分（9：00～ 12：00） 40,700円 27,500円
午後区分（13：00～ 16：00） 40,700円 27,500円
夜間区分（17：00～ 20：00） 40,700円 27,500円
午前 +午後（9：00～ 16：00） 81,400円 44,000円
午後 +夜間（13：00～ 20：00） 81,400円 44,000円

時間延長（30分単位） 6,600円 4,400円
ホール併用使用時（全日9：00～ 20：00） 66,000円 -

▶イベントホール
使用可能エリア：ホール・ホワイエ・控室5部屋
専用設備：�搬入出エレベーター（ホール専用）・バーカウ

ンター・クローク・化粧室（ホワイエ・バッ
クヤード）給湯室・有線LAN回線（2回線専
有）・スライディングウォール・昇降ステージ

機器：�400インチスクリーン・プロジェクター
（12000lm）・ワイヤレスマイク×2本

席数：�シアター形式435席・スクール形式306席（3
名掛け）・パーティ約350名（立食）

▶休館日
年末年始（12月29日～1月3日）、保守点検日

▶所在地
品川区西五反田8-4-13�五反田JPビルディング3階

▶問い合わせ
　［指定管理者］株式会社マグネットスタジオ
TEL：�03-5747-9111�

�（平日：10：00～19：00）
URL：https://gotanda-hall.jp/

▶交通
JR�五反田駅（西口）�から徒歩5分
東急池上線�大崎広小路駅�から徒歩1分
JR�大崎駅�から徒歩7分

▶ギャラリー
使用可能エリア：ギャラリー・控室1部屋
専用設備：給湯室・化粧室
機器：�150インチスクリーン・プロジェクター・�

ワイヤレスマイク×2本
席数：�シアター形式100席・スクール形式78席・�

パーティ約50名

ホームページ


